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第

巧
不 聶 二
条 第 項 第

文書管理担当者
｛ＸＥ富房のー又は１累鰐諜｝

ｌ

１
-

年
-

：夕：｜ＩＨＩ担豺

食 料 り

参学調査尹゛- ‘ ’・・“第５回検討会？合同ｌ鋼催について

家畜衛生部会長

副大臣

浦 ・ 審 議 官

起案者 伴

-
一
一

ヒコニ。 ‘
こ２重だ

農林水

消費’安全局長（で：ヤノノ１．＝レ

事務次官

副大臣

官房長

政 策 課 長

大 臣 政務官

１●
￥ “

総 務 課 長 蔀 胤

畜水産安全管！１賤果長１．ｙ

叫 物 衛 牛 課 長 （ ダ

上国声衛生対策卒長（
国内防疫調整官よい

担当係等 防疫企画班

政務官

フツ

！ｊ
一
卜 ・々ｊ

（ 内 線 ㎜ ）

〆

汽

‘｀Ｓ



ｒ`

ｒ｀

伺 い

標記の件について、下記のとおり開催することとし、案の１Ｘ及モ硝をのｊにより関係者あ

てに通知してよろしいか。

記

１ 日 時 ： 平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） １ ３ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ （ 予 定 ）

／

４

２ 場 所 ： 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ - ２ - １ ．

農林水産省本省第１特別会議室（本館３階）

連 絡 先 ’ ０ ３ - ３ ５ ０ ２ - ８ ２ ９ ２ （ 消 費 ・ 安 全 局 動 物 衛 生 牒 直 通 ）

４

３予定議題：（１）宮崎県におけるロ時疫の発生概要及び防疫措置について

（２）ロ陳皮の疫学調査に係る中間取りまとめについて

（３）その他

ｆ

４ ●

一 毎

ど



（参考）

支 出 予 定 項 、 目 ’

ソ項）農林本産本省サｙ扉費宋もｆｌ旧八咄Ｊｔ

（日）委親等諒費１０名分。タ４ｑ）リＭフ円（）

（田 原 、 寺 門 、 明 石 、 今 田 、 津 田 、 清 水 、 黒 木 、 末 吉 、 筒 井 、

森田），

日 帰 り １ ０ 名 （ 田 原 、 寺 門 、 明 石 、 今 田 、 津 田 、 清 水 、 黒 木 、

末吉、、筒井、森田）

宿泊
・

バ 目 ） 委 員 手 当 ’ ＠ 萌 ２ 飴 ） （ ｙ ° ・ け 四 円 ツ ノ １ ； ヽ ’ ぞ げ ｀ ２ い 叫

㈲ 認 剛 ４ ＼ ｅ 回 心 ｘ ゛ λ ニ 陥 ふ ） Ｄ 囚 ｃ 埓 ・ 殺 ゛ ）
●

ｇ

Ｚ

（ 目 ） 庁 費 ， ．

団細）韓役務費速記２時間（予定）やえＤｏ円（税込）

（呂細）雑役務費お縦代‥印本゜リ，４ぶぐ円（綬゛）
ｉ ●

Ｓ

ぞ 「
¢ ●

ｒ ●

● ・

・ ・ Ｊ

ｊ

． ｀ ●

１
Ｓ

Ｘ

‘ へ

剰 Ｏ



ｒ｀

ｒ`

別 紙 委 員。あて

（件．名）

案の１

加 ぐ

及び口蹄疫疫学調査チーム第５回検討会を下

番 号
年月日

会第１５回牛豚等疾病小委員会
催いたしますので、御多用中の

２ 場

記

宮崎県における口蹄疫の発生概要及び防疫措置について
ロ蹄疫の疫学調査に係る中間取りまとめについて
その他

所：東京都千代田区霞が関１-２-１
農林水産省本省第１特別会議室（本館３階）
連絡先０３ - ３５０２ - ８２９２

（消費・安全局動物衛生課直通）

３予定議題：（１）
∧ （ ２ ）

（３）

１ 日 時 ： 平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） １ ３ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０ （ 予 定 ）

どころ誠巨恐縮ですが、御出席いただきますよう御案内申し上げます。

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会長

時下ますます御清栄のことと御拝察申し上げま
さて、この度、食料・農業・農村政策審議会家



【臨時委員】

岡 部 信 彦 ゛

○ ， 田 原 。 健 ‘ ゛

寺 門 誠 致 ・

【専門委員】
明 石 博 臣 ヽ
今 田 由 美 子

佐藤
清水
津田

英明

実嗣・
知幸

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会
牛豚等疾病小委員会委員

国立感
南九州
共立

（国）東京大
（独）農業・

感染症情報センター長
式会社常務取締役
術顧問

学生命科学研究科教授
術総合研究機構動物衛生研究所

動物疾病対策
（国）東北
（株）微生
（独）農業・

（別紙）

研究開発部長Ｉ

術総合研究機構

動物衛生研究所企画管理部長

（五十音順、敬称略、○：委員長）

鴇

究科応用生命科学専攻教授特

‘ 『

’‘` Ｓ



食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
関
孫
法
令
集
等
‘
（
家
畜
衛
生
部
会
関
係
）

-
一

一

食
料
ｔ
１
　
業
・
農
村
基
本
法
（
抄
）

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令

三
食
料
・
農
業
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則

四
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ

五
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規

六
家
畜
伝
染
病
予
防
法
二
（
抄
）

ｒ｀

い
てｒ`



○
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

第
一
章
総
則
（
略
）

‘` ％

第
二
章
基
本
的
政
策
（
略
）

第
三
章
行
政
機
関
及
び
団
体
（
略
）

第
四
章
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

（
設
置
）

第
三
十
九
条

‘` Ｓ（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
六
号
）

農
林
水
産
省
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
ご
を
置
く
。

（権限）

第
四
十
条
審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
｀
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
又
は

関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
ィ

２
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
＼

３
審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
家
畜
改
良
増
殖

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
、
飼
料
需
給
安
定

い

一

-

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
９
　
和
二
十
九
年
法
律
第
百

八
十
二
号
）
、
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
体
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
、
‘
加
工

原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
’
、
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
。
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法

（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
主
要
食
糧
の
需
給
及



●

び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
八
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

’
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
’

（
組
織
）
’

第
四
十
一
条
審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２３４

善
員
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

Ｉ

Ｉ

Ｉ

̶

！

一

一

委
員
は
、
‘
非
常
勤
と
す
る
。

第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

一

一

Ｉ

第
四
十
二
条
＼
審
議
会
は
ヽ
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
ご
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
肺
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
ざ
る
。

（
委
任
規
定
）

第
四
十
三
条

め
を
。

（
以
下
略
）

、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

ｒ`

ｒ`



ｆ

・゙Ｓ

‘ ｓ -

○

食

料

・

農

業

・

農

村

政

策

審

議

会

令

一

。

’

（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

内
閣
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
四
十
条
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
ｙ
第
十
二
条
第
五
項
及

び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権

限

に

属

さ

せ

ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

。

卜

し

（

組

織

）

ｊ

第
二
条
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
任
命
）

第
三
条
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
。
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。
ヽ

２
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
４
　
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
　
０

（
委
員
の
任
期
等
）

第
四
条
‘
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
’
だ
と
き
は
、

る

ｏ

二

４
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、

解
任
さ
れ
る
玉
）
の
と
す

解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。



４

５
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
ず
る
。

（会長）

第
五
条
審
議
会
化
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２３

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（

部

会

）

万

第
六
条
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
　

　

ｊ
Ｊ
上

４
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
１
　
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
方
指
名
す
る
者

が

・

、

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

卜

６
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
幹
事
）

第
七
条
審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。

２
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
を
補
佐
す
る
。

４

幹

事

は

、

非

常

勤

と

す

る

。

・

。

卜

（

議

事

）

‘

第
八
条
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
ゃ
会
議
を
開
き
、
議
決
す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

上

２
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
心
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と

き
は
、
会
長
・
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
丿

ｒ｀

ｒｌ`



ｊｌｌ-

“ＩＩＩ’●

３
前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（

庶

務

）

二

▽

ト

第
九
条
審
議
会
め
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
企
画
評
価
課
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
食
品
安
全
部
企
画
晴
報
課

及
び
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
地
方
整
備
匯
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。
丿

（
雑
則
）

第
十
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮

っ
て
定
め
る
。
、
・

飛ヽ



甲 夙 ’ ￥７

“ＩＩＩＳ

『

（

意

見

の

陳

述

）

ド

バ

第
七
条
会
長
は
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
又
は
意
見
の
陳
述
を
求
め
る
こ
と
が

で

き

る

。

ド

（

部

会

）

上

第
八
条
第
二
条
か
ら
前
条
衆
で
の
規
定
拉
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
会
長
」
と

あ
る
め
は
「
部
会
長
」
と
、
「
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（

小

委

員

会

）

ノ

第
九
条
部
会
長
は
、
必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の
事
項
を
部
会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
に
よ

っ
て
構
成
す
る
小
委
員
会
に
付
託
七
、
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
｀

（

委

任

規

定

）

∇

ｊ

．

第
十
一
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

（

施

行

期

日

）

ｙ

第

一

条

こ

の

議

事

規

則

は

、

．

平

成

十

七

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

○

”

’

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
食
料
・
農
業
・
１
　

村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
三
月
二
Ｉ
日
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
決
定
）
＼
は
廃
．

止
す
る
．



ｉ。

○
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則

／ ” ‾ ゛ ‾ ‾ ‾ ｀ べ

平

成

十

九

食
料
・
農
業
・

年
七
月
十
二
日

農
村
政
策
審
議
会
決
定
〕

（
総
則
）

第
一
条
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
つ
い
て
は
プ
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
。
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１

ｒ

■

（

会

議

の

招

集

）

ぃ

ト

第
二
条
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
で

（
議
事
）

第

三

条

会

長

は

、

審

議

会

の

会

議

の

議

長

と

な

り

、

議

事

を

運

営

す

る

。

『

２
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
に
不
当
な
利
益
若
し
く
は
不
利
益
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会

、
噂
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
会
長
は
、
議
事
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
録
）

第
四
条
議
事
録
は
、
一
般
の
閲
覧
は
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
会
議
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
に
代
え
て
議
事
要
旨
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
‘
が
で
き
る
。
ヅ

（
臨
時
委
員
）

第
五
条
＼
臨
時
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
特
別
の
事
項
に
ら
い
て
報
告
を
行
い
ズ
は
意
見
を
述
べ
る
も

の
と
す
る
。
ブ

（
専
門
委
員
）

第
六
条
専
門
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
‘
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述
べ
る
も

・

い

ゅ

丿

Ｉ

の
と
す
る
。

「

「



○
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ
い
て

万

上

「
平
成
十
九

食
料
・
農
業
・
農 年
村 七
政
策月
十
二
日

審
議
会
決
定
Ｘ 、 ＿ ＿ ＿ ノ

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
会
を
置
き
、
こ
れ

ら
の
部
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
ど
お
り
と
す
る
。

名
称
企̶画部会

食
品
産
業
部

会食
糧
部
会

家
畜
衛
生
部

会

丿

果
樹
部
会

甘
味
資
源
部

会̶畜産
部
会

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

所

掌

事

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）

務`の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
右
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
、

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
．
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
規
定
゛
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

。

一

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
諮
せ
ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

。

‘

’

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権

限

に

属

さ

せ

ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と
ｏ

、

。

。

゛

Ｉ

Ｉ

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
古

ｒ９

ｒ ｀



ｉ

１
　
業
共
済
部

会農
業
農
村
振

興
整
備
部
会

‘｀●

へ

第
二
条
部
会
の
議
決
は
、
審
議
会
の
議
決
と
み
な
す
。
た
だ
し
・
、
部
会
の
議
決
に
関
し
他
の
部
会
と
の
調
整
を
要
す
る
と
き
又

は
部
会
の
議
決
が
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
重
要
な
も
の
で
審
議
会
に
お
い
て
審

議
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
め
。
限
り
で
は
な
い
。

２
会
長
は
、
部
会
の
議
決
が
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
部
会
長
に
通
知
す
る
も

の

と

す

る

。

・

゛

３
会
長
は
、
前
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
す
る
部
会
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
部
会
の
庶
務
は
。

部

会

企
画
部
会

食
品
産
業
部
会
’

食
糧
部
会
”

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

丿

課

大
臣
官
房
企
画
評
価
課

総
合
食
料
局
食
料
企
画
課

総
合
食
料
局
食
糧
部
計
画
課



‘`Ｓ
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錨
屈
燦
淋
併
営
屈
冷
逮
］
漸
扇
４
淑

偏
夥
痴
腕
鴎
限

洞
屈
冷
陸
戦
ｌ
冊
陸
戦
腕
陸
匪

偏
）
ｌ
ｉ
砿
陸
零
腕
陸
匪

洞
々
斜
許
湘
加
陸
匪

賜
ト
伜
理
容
哩
腕
洽
琲
・
雌
兼

恥
善
盲
賭
瀬
耕
首
沁
淋
泄

恥
雲
雄
胎
淋
泄

肺
雲
郎
眼

恥
善
卵
癖
罫
牛

恰
善
諧
湘

恥善
卜沁
座１
糾慨



○

・９・

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規

ｒ ‾ ‾ ‾ ｀ ヽ ｓ

平

成

食
料
・
‘
農

‘ ｉ

業 十

農 九
杜
政 年
策
審 ハ
議
会 月
家
畜 二
衛`
生 十
部
会 四
決 ’
定 日
ｋ＿＿ノ

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
（
以
下
「
鮭
会
」
｀
と
い
う
。
）
の
運
営
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策

審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
（
以
下
「
議
事
規
厠
」
と

い
う
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
内
規
に
よ
っ
て
行
う
。
ご
＼

２
部
会
の
運
営
に
関
し
こ
の
規
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

｀
第
二
条
議
事
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
、
次
の
表
め
上
欄
に
掲
げ
る
小
委
員
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
小
委
員
会
の
所
掌

事

務

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

と

お

り

ど

す

る

。

一

■

Ｉ

甲

１

１

Ｉ

プ
リ
オ
ン
病
小
、委
員
会

家
き
ん
疾
病
小
委
員
会

牛
、豚
等
疾
病
小
委
員
会

名

称

- 一一

プ 議 家
リ す 畜
オ る 衛
ン こ 生
病 と 部
に ゜ 会
係 ヽ の
る 所
専 掌
門 事
的 務｀ の

技 う
術 ち
的 ｀ ｀
な プ
助 り
言 オ
を ン
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を
調
査

二 一

家 審 家
き議・畜
ん す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 所
る ・ 掌
専 事
門 務
的 の｀ デ
技 ち
術 ｀
的 家
な き
助 ん
言 の
を 疾
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

． 技
術
的
な
事
項
を
調

〃 ｀-一

牛 審 家
豚 議 畜
等 す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 所
る 掌
専 事
門 務
的 の
） う
技 ち
術 ｀
的 牛
な 豚
助 等
言 の
を 疾
行 病
う に
こ ｀ 係
と る゜ 専

門
的
々ゝ
技
術
的
な
事
プ項
を
調

所

掌

事

務

第
三
条
小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。



第
四
条
小
委
員
会
に
小
委
員
長
を
置
き
、
小
委
員
会
に
属
す
る
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
条
小
委
員
会
心
議
長
は
、
小
委
員
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
ニ

第
六
条
小
委
員
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
部
会
の
会
議
に
報
告
す
る
。

ｒ`

ｒ`



ｊｌＳ

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
’
（
抄
）

第
一
章
総
則

ｊｌ-

（
昭
和
二
十
六
体
五
月
三
十
一
１
法
律
第
百
六
十
六
号
）

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
伝
染
病
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に

ｌ

ｌ

Ｓ

ｄ

ｄ

一

Ｆ

一

掲
げ
る
家
畜
及
び
当
該
伝
染
性
疾
病
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
に
っ
い
て
の
も
の
を
い
う
。

-

牛
疫

-
-

牛
肺
疫

三
口
．
蹄
疫

四
流
行
性
脳
炎

五
狂
犬
病

六
水
胞
性
口
炎

七
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱

八
炭
疸

九
出
血
性
敗
血
症

＋
ブ
ル
セ
ラ
病

十
一
結
核
病

十
二
ョ
ー
ネ
病

十三Ｉ十四-十五-十六-十七

伝
染
性
疾
病
の
種
類

ピ
Ｆ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

ア
ナ
ブ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

鼻
疸

馬
伝
染
性
貧
血

牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛馬馬

家
畜
の
種
類

め
ん
羊
、
・
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

山
羊

め
ん
洋
、
山
羊

馬め
ん
羊
、
山
羊
ミ



十
八
ア
フ
リ
カ
馬
疫

十
九
豚
コ
レ
ラ

二
十
ア
７
　

リ
カ
豚
コ
レ
ラ

二
十
一
豚
水
胞
病

二
十
二
家
き
ん
コ
レ
ラ

二十三
̶二十四
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
平
ン
ザ

ュ
ュ
ー
カ
ツ
ス
ル
病

馬豚豚豚鶏鶏鶏

あひる、

̶あひる、

-あひる、
うずら
ーうずら

ーうずら

二
十
五
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
農
林
水
産
省
令
で
定
Ｊ
の
。
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら

に
限
る
。
）

二

十

六

腐

姐

病

１

み

つ

ば

ち

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
患
畜
」
と
は
、
家
畜
伝
染
病
（
腐
姐
病
を
除
く
。
）
に
か
か
づ
て
い
る
家
畜
を
い
い
、
「
疑
似
患
畜
」

と
は
、
患
畜
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
家
畜
及
び
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
ロ
蹄
疫
、
狂
犬
病
、
鼻
嵐
又
は
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
の
病
原
体
に

触
れ
た
た
妨
、
又
は
触
れ
た
疑
い
が
あ
呑
た
め
、
患
畜
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
を
い
う
。

３
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
｀
い
。
ト

（
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
）

第
三
条
の
二
｀
農
林
水
産
大
臣
は
、
家
畜
伝
染
病
の
う
ち
、
特
に
総
合
的
に
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
’
つ
い
て
、
検
査
、
消
毒
、
家
畜
等
の
移
動
の
制
限
そ
の
他
当
該

家
畜
伝
染
病
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
措
置
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
の
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
家
畜
伝
染
病
防

疫
指
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
基
づ
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
家
畜
伝
染
病
の
発
生

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
‘
の
と
ナ
る
。

３
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
を
作
成
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
゛
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・

農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｒ`

「



‘ Ｓ

ｊＳ

第

二

章

家

畜

の

伝

染

性

疾

病

の

発

生

の

予

防

’

ｊ

（
伝
染
性
疾
病
に
つ
い
て
の
届
出
義
務
）
｀
、

第
四
条
家
畜
が
家
畜
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
届
出
伝
染
病
」
と
い
う
。
）
。

に
か
か
り
、
、
又
は
か
か
づ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
当
該
家
畜
を
診
断
し
、
又
は
そ
の
死
体
を
検
案
し
た

獣
医
師
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
当
該
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知

事

に

そ

の

旨

を

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

０

。

ゝ

’
ｓ

ｄ

一

２
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
伝
染
性
疾
病
を
定
め
る
農
林
水
産
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
七
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労

働
大
臣
の
公
衆
衛
生
や
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

３
第
一
項
の
規
定
は
、
家
畜
が
届
出
伝
染
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
第
四
十
条
又
は
第
四
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
検
査
中
に
発
見
し
穴
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
・
ぃ
。
■

４
ゝ
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
だ
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
旨
を
当

該
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
ず
る
市
町
村
長
に
通
報
す
る
と
と
も
に
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
飼
養
衛
生
管
理
基
準
）

第
十
二
条
の
三
農
林
水
産
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
家
畜
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
、
当
該
家
畜
の
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
ダ

の
方
法
に
関
し
家
畜
の
所
有
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
（
以
下
「
飼
養
衛
生
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
飼
養
衛
生
管
理
基
準
が
定
め
ら
れ
た
家
畜
の
所
有
者
は
、
当
該
飼
養
衛
生
管
理
基
準
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
家
畜
の

飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
農
林
水
産
大
阪
は
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
を
設
定
し
、
改
正
し
、
又
ば
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政

策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
（
略
）

第
四
章
輸
出
入
検
疫
（
略
）



第
五
章
雑
則

（
監
視
伝
染
病
以
外
の
疾
病
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
準
用
）

第
六
十
二
条
家
畜
そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
又
は
ま
ん
延
の
徴
が
あ
り
、
家
畜
の
生
産

又
は
健
康
の
維
持
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
ぃ
政
令
で
、
動
物
及
び
疾
病
の
種
類
並
び
に
地
域
を
指
定
し
、

一
年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
三
章
の
規
定

Ｉ

Ｉ

ａ

゛

及
び
こ
れ
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
並
び
に
第
四
章
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
家
畜
以

外
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る

√
」
と
が
で
き
る
・
。

ど
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
以
下
略
）

「

ｒ`

ｙ

ｌ


